
ヒ ア リ 対 策 に 関 す る 関 係 省 庁 会 議 の 開 催 に つ い て

  令 和 元 年 1 1 月 1 3 日  

関 係 省 庁 申 合 せ  

令 和 ６ 年 ４ 月 2 2 日

一 部 改 正  

令 和 ７ 年 ４ 月 2 3 日

一 部 改 正   

令 和 ８ 年 ４ 月 2 8 日

一 部 改 正 案  

１  ヒ ア リ は 、 攻 撃 性 が 強 く 、 刺 さ れ る と や け ど の よ う な 激 し い 痛 み が 生 じ 、 体 質 に よ っ

て は ア ナ フ ィ ラ キ シ ー 症 状 を 起 こ す 可 能 性 が あ る と と も に 、 生 態 系 、 農 林 業 等 へ の 影 響

も 懸 念 さ れ る 外 来 生 物 で あ る 。  

近 年 、 我 が 国 に お い て も 港 湾 を 中 心 と し て ヒ ア リ が 発 見 さ れ る 事 例 が 発 生 し て お り 、

早 期 発 見 ・ 防 除 な ど の 侵 入 ・ 定 着 防 止 の 取 組 や 、 正 確 な 情 報 発 信 な ど の 取 組 に つ い て 、

関 係 省 庁 が 緊 密 に 連 携 し つ つ 、 効 果 的 ・ 徹 底 的 に 実 施 す る た め 、 ヒ ア リ 対 策 に 関 す る 関

係 省 庁 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。 ） を 開 催 す る 。  

２  会 議 の 構 成 員 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 議 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

関 係 者 の 出 席 を 求 め る こ と が で き る 。  

  議  長   内 閣 官 房 副 長 官 補 （ 内 政 担 当 ）  
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３  会 議 は 、 必 要 に 応 じ 幹 事 会 を 開 催 す る こ と が で き る 。 幹 事 会 の 構 成 員 は 、 関 係 行 政 機

関 の 職 員 で 議 長 の 指 定 す る 官 職 に あ る も の と す る 。  

４  会 議 及 び 幹 事 会 の 庶 務 は 、 環 境 省 の 協 力 を 得 て 、 内 閣 官 房 に お い て 処 理 す る 。  

５  前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 会 議 の 運 営 に 関 す る 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項 は 、 議 長 が 定

め る 。  
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